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１ 事業概要  

 現在、ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）が推進されている中で、

ＩＴ技術を活用した業務の効率化が重要となっています。蒲郡市においても、市

内中小事業者のＩＴツール導入費用の一部を補助することで、各事業者の業務

効率化・生産性向上を支援するものです。 

 

２ 補助対象者  

 以下の全てを満たす事業者とします。 

（１）中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条に規定する中小企業

者、その他法人又は個人事業主。(※１) 

（２）蒲郡市内に主たる事業所を有すること。 

（３）市税を滞納していないこと。 

（４）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１

２２号）第２条に規定する事業を営む者でないこと。 

（５）公共団体、政治団体又は宗教上の団体でないこと。(※２) 

（６）暴力団と関係している事業者でないこと。 

(※１)その他法人とは 

特定非営利活動法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人、一般社団法人等の

各種法人が対象となります。 

個人事業主とは 

株式会社等の法人を設立せずに自ら営業を行っている人であり、収入金額のう

ち事業収入が主な収入である方を対象とします。 

(※２)宗教法人は対象外となります。 
 

３ 補助対象事業  

業務の効率化に資するＩＴツールを市内事業所に導入する事業とします。 

補助対象経費及び補助対象外経費については、５ 補助対象経費をご覧くだ

さい。 

 

４ 補助対象期間  

 交付決定日から令和６年２月２９日（木）までに発生した経費 

 ※期間外に支払った経費については、補助対象外となります。 

 ※補助対象とする範囲は、経費の支払い方法ごとに異なります。 

 ・経費の支払いが１回で完了する場合（ソフトウェアの購入等）は、経費の全

額が補助対象となります。 

 ・定期的に経費を支払う場合（Ｗｅｂサービスの月額払い等）は、令和６年２

月２９日（木）までに支払いが完了する経費を補助対象とします。 

 ・一定期間分の経費を一括で支払う場合（Ｗｅｂサービスの年額払い等）は、 

１か月単位（１か月に満たない日数は切り捨て）の按分によって算出した「補

助事業期間内に相当する部分」のみを補助対象とします。 

 

 

 



５ 補助対象経費  

 次に掲げる経費。 

（１）「顧客対応・販売支援」「決済・債権管理・資金回収管理」「調達・供給・

在庫・物流」「業種固有プロセス」「会計・財務・資産・経営」「総務・人事・給

与・労務・教育訓練・テレワーク基盤」のうち、いずれかの改善に繋がるＩＴツ

ールを市内事業所に導入するために必要な費用 

（２）ホームページの作成・改修に係る費用 

（３）電子商取引サービス（通販サイト等）を新たに活用する上で必要となる費

用 

※補助対象期間に導入・支払いを完了した経費（消費税額及び地方消費税額を除

く。）とします。 

［対象とならない経費の例］ 

・ハードウェアの導入に係る経費 

・利用にあたって新規開発、追加機能開発、大幅なカスタマイズ等が必要とな

るＩＴツールの導入費用 

・市外事業所へのＩＴツール導入費用（市内事業所と一括で導入する場合は、

市内事業所分に相当する部分のみ補助対象とします。） 

・広告宣伝費、広告宣伝に類するもの 

・通信費、消耗品費、電気代等の諸経費 

・消費税及び地方消費税 

・振込手数料等の各種手数料 

・オペレーティングシステムの導入に関する費用 

 

６ 補助金額  

 補助金の額   補助対象経費の２分の１以内（千円未満切捨） 

 補助上限額   １補助事業者当たりの上限額１０万円 

 

７ 交付申請手続  

（１）申請受付期間 

   令和５年４月３日（月）から令和６年１月３１日（水）まで 

   ※受付は土日休日を除く、午前８時３０分から午後５時１５分まで 

※申請された補助金の額が予算額を超えるときは、期間内であっても申 

請の受付を終了します。 

（２）提出先 

蒲郡市産業振興部産業政策課 

（３）提出方法 

   郵送または持参 

（４）提出書類 

  ア 補助金交付申請書（第１号様式） 

  イ 補助事業計画書（第２号様式） 

  ウ 補助事業予算書（第３号様式） 

エ 予算書の根拠となる資料（導入するＩＴツール等の金額・機能が分かる



パンフレットやホームページの写し、改修前のホームページの写し、活用

する電子商取引サービスの内容の分かるもの等） 

  オ 個人事業主は、市内で事業を実施していることが分かる資料（直近の確

定申告書等） 

カ 申請者本人の身分を証明する書類（個人の場合は運転免許証等の写し、

法人の場合は履歴事項証明書の写し等） 

（５）その他 

  ア 補助金交付申請書、計画書、予算書は蒲郡市ホームページからダウンロ

ードできます。申請にあたっては募集要領を必ずご確認ください。 

  イ 申請書提出後に、必要に応じ、追加説明資料の提出の依頼や事業内容に

関するヒアリングを行う場合があります。 

  ウ 提出は、紙媒体で各１部です。 

  エ 提出された書類は返却しません。 

  オ 申請は１事業者につき１回限りです。 

 

８ 交付審査結果の通知  

（１）要件審査 

ご提出いただいた交付申請書及び添付書類に基づき審査を行います。 

（２）結果の通知 

  申請者全員に対して、補助金の交付（一部交付）又は不交付の決定を通知

します。要件審査結果の内容についての問合せには応じかねますのでご了承

ください。 

 

９ 実績報告の提出  

（１）提出期間 

補助事業が完了した日から起算して３０日以内又は令和６年２月２９日

（木）のいずれか早い期日まで 

（２）提出先 

蒲郡市産業振興部産業政策課 

（３）提出方法 

   郵送または持参 

（４）提出書類 

  ア 実績報告書（第１０号様式） 

イ 補助事業実施報告書（第１１号様式） 

  ウ 補助事業決算書（第１２号様式） 

  エ 各経費の支払金額および支払が完了していることが分かる資料 

    （領収書、通帳、口座振込依頼書、クレジットカード明細書（写）等） 

  オ 事業実施の分かる写真 

（５）その他 

交付決定を受けた事業の一部又はすべてについて、中止または金額の変 

更等がある場合は、変更承認申請書（第６号様式）又は中止承認申請書（第

８号様式）の提出が必要となることがあります。実績報告の提出前にご相



談ください。 

 

１０ 補助金額の確定  

（１）要件審査 

実績報告で提出いただいた書類に基づき審査を行います。 

（２）通知 

  確定した補助金額を通知します。審査結果の内容についての問合せには応

じかねますのでご了承ください。 

 

１１ 補助金の請求  

補助金額の確定後、速やかに補助金交付請求書（第１４号様式）を提出し

てください。 

 

１２ 注意事項  

（１）補助金の経理 

   補助金に係る経理については、収支を明確にした証拠の書類を整備し、か

つ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後５年

間保存してください。 

（２）補助事業終了後の調査 

   補助事業終了後においても、事業成果に関する調査に応じていただくこ

とがありますので、あらかじめご了承ください。 

（３）交付決定の取り消し・補助金の返還 

本事業の要綱に違反したとき、補助事業の申請・報告等で不正な行為があ

ったとき、補助金の運用を不適当と認めたときは、補助金の交付決定を取り

消し、返還を求めることがあります。 

 

 

 

  



補助申請から支払いまでの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請者 

 

蒲郡市 

 

手続きの流れ・提出書類 

 

交付申請【必要書類】 
・交付申請書（第１号様式） 
・計画書（第２号様式） 

・予算書（第３号様式） 

・事業内容が分かる資料（導入する IT ツール 

 のパンフレット、改修前のホームページの写

し、活用する電子商取引サービスの内容が分か

るもの等） 

・個人事業主の場合、事業を実施していることが

分かる資料（直近の確定申告書の写し等） 

・申請者本人の身分を証明する書類 

（個人：運転免許証等） 

（法人：登記簿謄本等） 

・事業所及び店舗の所在地が確認できる書類 

（直近の確定申告書の写し等） 

 

※申請期間 令和６年１月３１日（水）まで 

※交付決定前に発生した経費は、 

補助対象外となります。 

申 請 

決定通知 

報 告 

確定通知 

請 求 

実績報告【必要書類】 
・実績報告書（第１０号様式） 

・補助事業実施報告書（第１１号様式） 

・補助事業決算書（第１２号様式） 

・請求金額及び支払い完了が分かる書類 

（領収書、クレジットカード明細等の写し） 

・事業実施の分かる写真 

 

※報告期限 

補助事業が完了した日から３０日以内または 

令和６年２月２９日（木）のいずれか早い期日 

 

 

交付請求書の作成・提出 

（確定通知書の受領後、速やかに） 

 

事業の実施 

※補助金に係る経理上の証拠書類は、補助事業が完了した日の

属する会計年度の終了後５年間は保存してください。 
 

 

 

補助額の確定 

受 理 

審 査 

交付（または不交付）

の決定 

受 理 

審 査 

※審査の結果、不交付と判断され

たものには、「不交付決定通知」

を送付します。 

補助金の支払い 


